
久喜市選挙管理委員会告示第３０号 

  

令和８年４月１９日執行の久喜市長選挙及び久喜市議会議員一般選挙におけ

る久喜市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

（平成２２年久喜市条例第２０号）の規定によるポスター掲示場を次のとおり設

置した。 

 

 

  令和８年４月１１日 

 

久喜市選挙管理委員会委員長  飯 島  光     

 

 

別紙のとおり 


